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ページ 現行（令和５年２月修正） 修  正  案 改正理由 

 第２編 災害予防 第２編 災害予防  

 第２章 水害予防対策 第２章 水害予防対策  

 第２節 雨水出水対策 第２節 雨水出水対策  

16 

１～２省略 

３ 下水道管理者は、浸水被害対策区域において、民間の雨水貯留施設

等の整備と連携して浸水被害の軽減を推進する。 

１～２省略 

３ （削除）浸水被害対策区域において、民間の雨水貯留施設等の整備

と連携して浸水被害の軽減を推進する。 

表記の整理 

 第３節 浸水想定区域における対策 第１節 防災の基本理念  

16 １ 雨水出水浸水想定区域の指定 

水防法に基づき、雨水出水特別警戒水位に到達した旨の情報を提供

する公共下水道等の排水施設等として指定した排水施設等について、

想定し得る最大規模の降雨により排水施設に雨水を排除できなく

なった場合又は排水施設から河川等に雨水を排水できなくなった場

合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定し、指

定の区域及び浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間等を公表

する。 

１ 雨水出水浸水想定区域の指定 

水防法に基づき、雨水出水による災害の発生を警戒すべき公共下水道

等の排水施設について、想定し得る最大規模の降雨により排水施設に雨

水を排除できなくなった場合又は排水施設から河川等に雨水を排水で

きなくなった場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域と

して指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深、浸水継続

時間等を公表する。 

 

水防法の改正

による指定対

象排水施設の

拡大のため 

 第３章 土砂災害等予防対策 第３章 土砂災害等予防対策  

20 第３節 砂防対策 第３節 土砂災害対策 表記の整理 

 第８章 都市の防災性の向上 第８章 都市の防災性の向上  

 第４節 市街地の面的な整備・改善 第４節 市街地の面的な整備・改善  

 第５章 交通・ライフライン関係施設の安全化 第５章 交通・ライフライン関係施設の安全化  

 第２節 ライフライン施設 第２節 ライフライン施設  

27 ６ 下水道 

 下水道事業者は、次の対策を実施する。 

（１）～（４）省略 

６ 下水道 

 下水道管理者は、次の対策を実施する。 

（１）～（４）省略 

表記の整理 

31 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害対策等に関する土地利用規制 
（１）災害危険区域の指定 

地すべり又は急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域を知事が指定し、居

室を有する建築物の構造等の制限をすることにより、被害の未然防止ある

いは軽減を図る。 

 （追記） 

２ 災害対策等に関する土地利用規制 
（１）災害危険区域の指定 

地すべり又は急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域を知事が指定し、居

室を有する建築物の構造等の制限をすることにより、被害の未然防止ある

いは軽減を図る。 

※現時点で愛知県知事が指定する区域はなし。 

 

 

 

災害危険区域

の指定廃止等

に伴う修正 
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ページ 現行（令和５年２月修正） 修  正  案 改正理由 

 第11章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策 第11章 避難所・要配慮者支援・帰宅困難者対策  

 第２節 要配慮者支援対策 第２節 要配慮者支援対策  

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

３ 避難行動要支援者対策 

町は、（中略）この限りでない。 

なお、個別避難計画の作成に当たっては、災害の危険性等地域の実情

に応じて、優先順位の高い避難行動要支援者から個別避難計画を作成す

るよう努めるものとする。 

 （追記） 

 

 

 

（１）避難支援等関係者となる者 

  ア  避難行動要支援者による事前合意の下に名簿情報の提供を受

けて避難支援計画の策定等の支援活動を行う者 

（ア）自主防災会 

（イ）地域支援者 

（ウ）民生委員・児童委員 

（エ）社会福祉協議会 

（追加） 

（追加） 

イ 災害発生時に名簿情報の提供を受けて安否確認や避難誘導等

の避難支援を行う者 

ウ 上記アに加え、消防班等の消防機関、（追記）自衛隊その他公的

な機関から派遣されて救助活動を行う者 

（２）～（３）省略 

（４）名簿の更新に関する事項 

ア 避難行動要支援者となる者についての名簿情報については、毎

年これを更新し、名簿の記載内容が避難行動要支援者の現状と一

致するよう努めるものとする。 

イ 登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、直接又は民

生委員（追加）を通じて町長に報告し、町は登録台帳の原本にそ

の旨を記載するとともに、避難行動要支援者本人及び避難支援等

関係者に連絡する。 

３ 避難行動要支援者対策 

町は、（中略）この限りでない。 

なお、個別避難計画の作成に当たっては、災害の危険性等地域の実情

に応じて、優先順位の高い避難行動要支援者から個別避難計画を作成す

るよう努めるものとする。 

※人工呼吸器や酸素供給装置、胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管

栄養などの医療的ケアが日常的に必要な「医療的ケア児」等、保護者だ

けでは避難が困難で支援を必要とする障害児等も対象となりうる点に

留意すること。 

（１）避難支援等関係者となる者 

  ア  避難行動要支援者による事前合意の下に名簿情報の提供を受

けて（削除）支援活動を行う者 

（ア）自主防災会 

（イ）地域支援者 

（ウ）民生委員・児童委員 

（エ）社会福祉協議会 

（オ）介護支援専門員 

（カ）相談支援専門員 

イ 災害発生時に名簿情報の提供を受けて安否確認や避難誘導等

の避難支援を行う者 

ウ 上記アに加え、（削除）消防機関、警察、自衛隊その他公的な機

関から派遣されて救助活動を行う者 

（２）～（３）省略 

（４）名簿の更新に関する事項 

ア 避難行動要支援者となる者についての名簿情報については、毎

年これを更新し、名簿の記載内容が避難行動要支援者の現状と一

致するよう努めるものとする。 

イ 登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、直接又は民

生委員等を通じて町長に報告し、町は登録台帳の原本にその旨を

記載するとともに、避難行動要支援者本人及び避難支援等関係者

に連絡する。 

 

 

 

 

 

避難行動要支

援者の避難行

動要支援に関

する取組指針

に基づく修正 

 

表記の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

表記の整理 

 

 

 

 

 

 

 

表記の整理 
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48 

（５）～（６）省略 

（７）避難支援等関係者の安全確保 

支援計画を策定するにあたっては、避難支援等関係者が自身や家

族の安全を確保する必要性があることも踏まえて計画を策定する

ものとする。 

（８）～（９）省略 

（10）個別避難計画の作成 

ア 個別避難計画の作成 

 町は、避難行動要支援者に関する氏名・生年月日・性別・住所又

は居所・電話番号その他の連絡先・避難支援等を必要とする理由

等のほか、避難支援等実施者の氏名又は名称・住所又は居所・電

話番号その他の連絡先・避難施設その他の避難場所及び避難路そ

の他の避難経路に関する事項等必要な事項を記載した個別避難

計画を作成するよう努める。 

   イ～ウ（省略） 

（（11）町は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に（追記）

緊急避難場所から（追記）避難所へ移送するため、運送事業者等の協

力を得ながら、移送先及び移送方法等についてあらかじめ定めるよう

努める。 

 

（５）～（６）省略 

（７）避難支援等関係者の安全確保 

個別避難計画を策定するにあたっては、避難支援等関係者が自身

や家族の安全を確保する必要性があることも踏まえて計画を策定

するものとする。 

（８）～（９）省略 

（10）個別避難計画の作成 

ア 町は、避難行動要支援者に関する氏名・生年月日・性別・住所・

電話番号・同居家族等のほか、わたしの状態・緊急時連絡先・地

域支援者・避難支援に関する事項・自宅から避難先までの経路・

避難生活に係る支援及び介助方法等必要な事項を記載した個別

避難計画を作成するよう努める。 

 

 

イ～ウ（省略） 

（11）町は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に指定緊急

避難場所から指定避難所へ移送するため、運送事業者等の協力を得な

がら、移送先及び移送方法等についてあらかじめ定めるよう努める。 

 

 

 

 

表記の整理 

 

 

 

 

 

町個別避難計

画様式の変更

に伴う修正 

 第13章 防災訓練及び防災意識の向上 第13章 防災訓練及び防災意識の向上  

 第２節 防災のための意識啓発・広報 第２節 防災のための意識啓発・広報  

56 ２ 防災に関する知識の普及 
町及び県は、（中略）図るものとする。 

さらに、（追記）防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包

括支援センター・ケアマネジャー、障害福祉サービス事業者等）の連携

により、要配慮者（高齢者、障害者その他の特に配慮を要する者）の避

難行動に対する理解の促進を図るものとする。 
 
 
 
 

２ 防災に関する知識の普及 
町及び県は、（中略）図るものとする。 

さらに、自助・共助の取組を推進する防災人材の育成を事業者団体、

教育機関、地域団体、ボランティア団体等と連携・協働して行うものと

する。 

加えて、防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援

センター・ケアマネジャー、障害福祉サービス事業者等）の連携により、

要配慮者（高齢者、障害者その他の特に配慮を要する者）の避難行動に

対する理解の促進を図るものとする。 
 

 

 

表記の整理

（防災人材育

成の主体等） 
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ページ 現行（令和５年２月修正） 修  正  案 改正理由 

３ 家庭内備蓄の推進 
災害発生時にはライフラインの途絶等の事態が予想されるので、 

飲料水、食糧、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー等その 

他生活必需品について、可能な限り１週間分程度、最低でも３日間分 

の家庭内備蓄を推進するとともに、マスク、消毒液、体温計などの感 

染防止対策資材について、できるだけ携行して避難するよう呼びか 

ける。 

 （略） 

３ 家庭内備蓄の推進 
災害発生時にはライフラインの途絶等の事態が予想されるので、 

飲料水、食糧、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー等（削

除）の生活必需品について、可能な限り１週間分程度、最低でも３日

間分の家庭内備蓄を推進するとともに、マスク、消毒液、体温計等の

感染防止対策資材について、できるだけ携行して避難するよう呼び

かける。 

 （略） 

 

 

表記の整理 

 第３編 災害応急対策 第３編 災害応急対策  

 第１章 活動態勢（組織の動員配置） 第１章 活動態勢（組織の動員配置）  

 第２節 災害対策本部の設置・運営 第２節 災害対策本部の設置・運営  

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 組織及び活動体制 
［災害対策本部の所掌事務］ 

建設部 

部長 

建設部長 

 

土 木 班

（道路河

川課、土

木維持管

理課） 

班長 

 土木維

持管理課

長 

１ 水防に関すること。 

２ 樋門操作に関すること。 

３ 道路、橋りょう、河川、水路等の防災活動、

被害調査、報告及び応急復旧に必要な資機材

の調達に関すること。 

４ 急傾斜地崩壊及び山腹崩壊の危険地区並

びに砂防指定地域の防災に関すること。 

５ 緊急輸送道路の確保に関すること。 

６ 緊急の交通安全対策に関すること。 

上下水道

班（上下

水道課） 

班長 

 上下水

道課長 

１ 飲料水の供給に関すること。 

２ 水道、下水道（雨水を除く）施設等の防災

活動、被害調査、報告及び応急復旧に必要な

資機材の調達に関すること。 

３ ポンプ場運転等の操作に関すること。 

２ 組織及び活動体制 
［災害対策本部の所掌事務］ 
建設部 

部長 

建設部長 

 

土 木 班

（道路河

川課、土

木維持管

理課） 

班長 

土木維持

管理課長 

１ 水防に関すること。 

２ 樋門操作に関すること。 

３ 道路、橋りょう、河川、水路等の防災活動、

被害調査、報告及び応急復旧に必要な資機材

の調達に関すること。 

４ 急傾斜地崩壊及び山腹崩壊の危険地区並

びに砂防指定地域の防災に関すること。 

５ 緊急輸送道路の確保に関すること。 

６ 緊急の交通安全対策に関すること。 

上下水道

班（上下

水道課） 

班長 

上下水道

課長 

１ 飲料水の供給に関すること。 

２ 水道、下水道（削除）施設等の防災活動、

被害調査、報告及び応急復旧に必要な資機材

の調達に関すること。 

３ ポンプ場運転等の操作に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表記の整理 
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 第３編 災害応急対策 第３編 災害応急対策  

 第２章 避難行動 第２章 避難行動  

 第１節 気象警報等の発表、伝達 第１節 気象警報等の発表、伝達  

77 

 
 

 
 

気象特別警報

の「緊急速報

メール」の配

信終了に伴う

修正 

（削除） 
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第10章 水・食料・生活必需品等の供給 第10章 水・食料・生活必需品等の供給 

 第１節 給水 第１節 給水  

132 １ 飲料水供給の方法 
（１） 給水は給水班により行う。 

（２）～（６）省略 

１ 飲料水供給の方法 
（２） 給水は上下水道班により行う。 

（２）～（６）省略 

表記の整理 

 第４編 災害復旧・復興 第４編 災害復旧・復興  

 第４章 被災者等の生活再建等の支援 第４章 被災者等の生活再建等の支援  

 第２節 被災者への経済的支援等 第２節 被災者への経済的支援等  

177 ７ 災害見舞金 
（１）町は、自然災害により、死亡（行方不明を含む。）又は30日以上

の入院治療した場合並びに家屋が全半壊、全半焼又は床上浸水し

た場合に、「東浦町災害見舞金等支給要綱」により、被害程度に応

じて見舞金を贈る。 

（２）県は、自然災害により、死亡（行方不明を含む。）又は重傷を負っ

た場合並びに家屋が全半壊又は床上浸水した場合に、被害程度に応じて

見舞金を贈る。 

７ 災害見舞金 
（１）町は、自然災害により、死亡（行方不明を含む。）又は30日以上

の入院治療した場合並びに家屋が全半壊、全半焼又は床上浸水し

た場合に、「東浦町災害見舞金等支給要綱」により、被害程度に応

じて見舞金を支給する。 

（２）県は、自然災害により、死亡（行方不明を含む。）又は重傷を負っ

た場合並びに家屋が全半壊又は床上浸水した場合に、被害程度に応じて

見舞金を支給する。 

表記の整理 

 


